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「生業を返せ、地域を返せ :」

○弁護団は、2011年 10月 30日に結成されました。

福島県内はもちろん、宮城、埼玉、千葉、栃木、神奈川、東京、

沖縄の弁護士約60名が結集しています。

公春訴訟や原爆症訴訟など、多くの人権課題に取り組んできた弁         こ の 裁 判 は 、

護士が勧口するとともに、若手も多く参カロしています。         原発事故の被害を救済し、

○スローガン○                      原発ゼロの社会を目指す
私たちは、今回の事故を「公害」ととらえています。賠償だけが        塾 山l.甕_
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~中小…………″    畔Jです
健康や地域環境など、あらゆる被害の回復を求めています.

そうした想いから、「生業を返せ、地域を返せ !Jをスローガン

としています。
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o和iner @NARIWAlb,ngOdanく 倒bWD          国 と 東 電 の 責 任 を 追 及 す る

集団訴訟へのお誘い

福島県と隣接県の放射能汚染に曝された住民

(避難した人も含め)が

原発事故に責任を負う東電と国に対し

「放射能に汚染されていない環境で生活する権利」

を侵害されたことに基づき

(1)事故による放射能汚染のない状態に戻せ

(2)それまで毎月の慰謝料を支払え

と請求する裁判です。

福島原発事故についての国と東電の責任を

明らかにして、そのことを通じて、

(1)原状の回復 (も との福島を返せ !)

(2)原発の廃炉

(3)住民の健康対策の充実

(4)完全な賠償の支払い

などを要求します。
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